
 

 

（１）平成 11 年度現況再現 

 

    
 （２）汚濁負荷量 30%削減 （３）汚濁負荷量 30%削減＋干潟再生 

 

備考）「汚濁負荷量 30%削減」とは、ＣＯＤ、窒素及び燐に係る汚濁負荷量のそれぞれを 30%削減する場合を意

味している。 

図３５ シミュレーション結果（底層ＤＯ、８月平均値） 
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対象水域：東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海 

対象項目：ＣＯＤ、窒素及び燐 

 
 
 
 

【総量削減基本方針】 

・対象水域ごとに環境大臣が策定 

・削減目標量の設定 等 

 
 
 
 
 

【総量削減計画】 

・総量削減基本方針に基づき、都府県ごとに知事が策定 

・発生源別の削減目標量及び削減対策 等 

 
 
 
 
 
 
 

【総量規制基準による規制】 

・ 日平均排水量が 50 ㎥以上の特

定事業場が対象 

・ 排水濃度×排水量の規制 

【削減指導等】 

・小規模事業場 

・農業、畜産農業 

・一般家庭 等 

 
 
 
 

【事業の実施】 

・下水道の整備 

・浄化槽の整備 

・処理の高度化 

 
  

 

 基本方針策定 

第 1 次 昭和 54 年 6 月 

第 2次 昭和 62 年 1 月 

第 3次 平成 3年 1 月 

第 4次 平成 8年 4 月 

第 5次 平成 13 年 12 月

※既設事業場には基準適用猶予期
図３６ 水質総量規制制度の概要
 

 

表７ 水質総量規制の経緯 

目標年度 ※基準適用日 対象項目 

昭和 59 年度 昭和 55 年 7 月 1 日 ＣＯＤ 

平成元年度 昭和 62 年 7 月 1 日 ＣＯＤ 

平成 6年度 平成 3年 7 月 1 日 ＣＯＤ 

平成 11 年度 平成 8年 9 月 1 日 ＣＯＤ 

 平成 16 年度 平成 14 年 10 月 1 日 ＣＯＤ、窒素、燐

間が設けられる。 
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